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【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年４月30日

【事業年度】 自　2025年１月１日　至　2025年12月31日

【会社名】 エア・チャイナ・リミテッド

(中国国際航空股份有限公司)

(Air China Limited)

【代表者の役職氏名】 会社秘書役　　肖烽

(Xiao Feng, Joint Company Secretary)

【本店の所在の場所】 中華人民共和国北京市順義区天柱路30号1号ビル1～9階101

(1st Floor ‒ 9th Floor 101, Building 1, 30 Tianzhu Road,

Shunyi District, Beijing, China)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士　　新　木　伸　一

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号　ＪＰタワー

長島・大野・常松法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士　　梶　原　颯　一　郎

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号　ＪＰタワー

長島・大野・常松法律事務所

【電話番号】 03-6889-7000

【縦覧に供する場所】 該当なし
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【本文】

 

本文は「提出本文書（英語）」をご参照下さい。
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